
お知らせ  

2023 年９月 

四国電力株式会社 

 

「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」の変更について 

 

当社は，2023 年 10 月より適格請求書保存方式（以下「インボイス制度」）が導入されるこ

と等を踏まえ,2023 年 10 月 1 日から「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要

綱」を変更いたしますので，下記のとおりお知らせいたします。 

 

 なお，既にご契約いただいているお客さまについても，変更後の買取要綱が適用されます。  

 

記 

＜主な変更概要＞  

・インボイス制度に係る用語を定義。 

・受給契約の新規申込みや変更の申込み時に申し出が必要となる情報にインボイス制度に

係る情報を追加。 

・受給契約に関する情報のうち，発電量調整供給契約の履行に必要となる情報に限り，四

国電力送配電株式会社に対して情報提供を行うことができる旨を追加。     な ど 

 

以 上 


